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医
療
法
施
行
規
則
第
九
条
の
二
十
三
第
一
項
第
七
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
高
難
度
新
規
医
療
技
術
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

の
一
部
を
改
正
す
る
件

新
旧
対
照
条
文

◎
医
療
法
施
行
規
則
第
九
条
の
二
十
三
第
一
項
第
七
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
高
難
度
新
規
医
療
技
術
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基

準

（
平
成
二
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
四
十
六
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

医
療
法
施
行
規
則
第
九
条
の
二
十
三
第
一
項
第
七
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
高

医
療
法
施
行
規
則
第
九
条
の
二
十
三
第
一
項
第
七
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
高

難
度
新
規
医
療
技
術
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

難
度
新
規
医
療
技
術
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

第
一
条

高
難
度
新
規
医
療
技
術
（
医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令

第
一
条

高
難
度
新
規
医
療
技
術
（
医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令

第
五
十
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
十
一
第
二
項
第
四
号
に
規
定

第
五
十
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
十
一
第
二
項
第
四
号
に
規
定

す
る
高
難
度
新
規
医
療
技
術
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
用
い
た
医
療
を
提
供
す

す
る
高
難
度
新
規
医
療
技
術
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
用
い
た
医
療
を
提
供
す

る
場
合
の
診
療
科
に
関
す
る
規
程
に
係
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る

る
場
合
の
診
療
科
に
関
す
る
規
程
に
係
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る

こ
と
と
す
る
。

こ
と
と
す
る
。

一

診
療
科
の
長
は
、
当
該
診
療
科
に
お
い
て
高
難
度
新
規
医
療
技
術
を
用
い
た

一

診
療
科
の
長
は
、
当
該
診
療
科
に
お
い
て
高
難
度
新
規
医
療
技
術
を
用
い
た

医
療
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
規
則
第
九
条
の
二
十
三
第
一
項

医
療
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
規
則
第
九
条
の
二
十
三
第
一
項

第
七
号
イ
に
規
定
す
る
部
門
（
以
下
「
担
当
部
門
」
と
い
う
。
）
に
次
に
掲
げ

第
七
号
イ
に
規
定
す
る
部
門
（
以
下
「
担
当
部
門
」
と
い
う
。
）
に
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
高
難
度
新
規
医
療

る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
高
難
度
新
規
医
療

技
術
の
提
供
の
申
出
を
行
う
こ
と
。

技
術
の
提
供
の
申
出
を
行
う
こ
と
。

イ

当
該
高
難
度
新
規
医
療
技
術
の
有
効
性
並
び
に
合
併
症
の
重
篤
性
及
び
発

イ

当
該
高
難
度
新
規
医
療
技
術
の
有
効
性
並
び
に
合
併
症
の
重
篤
性
及
び
発

生
の
可
能
性
等
の
安
全
性
等
の
観
点
か
ら
、
当
該
病
院
で
当
該
高
難
度
新
規

生
の
可
能
性
等
の
安
全
性
等
の
観
点
か
ら
、
当
該
特
定
機
能
病
院
で
当
該
高

医
療
技
術
を
用
い
た
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
が
既
存
の
医
療
技
術
を
用
い
た

難
度
新
規
医
療
技
術
を
用
い
た
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
が
既
存
の
医
療
技
術
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医
療
を
提
供
す
る
こ
と
と
比
較
し
て
適
当
で
あ
る
こ
と
。

を
用
い
た
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
と
比
較
し
て
適
当
で
あ
る
こ
と
。

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

第
二
条

高
難
度
新
規
医
療
技
術
を
用
い
た
医
療
を
提
供
す
る
場
合
の
担
当
部
門
に

第
二
条

高
難
度
新
規
医
療
技
術
を
用
い
た
医
療
を
提
供
す
る
場
合
の
担
当
部
門
に

関
す
る
規
程
に
係
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

関
す
る
規
程
に
係
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

担
当
部
門
の
長
は
、
管
理
者
に
規
則
第
九
条
の
二
十
三
第
一
項
第
七
号
ロ
の

五

担
当
部
門
の
長
は
、
特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
（
次
号
に
お
い
て
単
に
「
管

規
定
に
基
づ
き
作
成
し
た
規
程
（
次
号
に
お
い
て
単
に
「
規
程
」
と
い
う
。
）

理
者
」
と
い
う
。
）
に
規
則
第
九
条
の
二
十
三
第
一
項
第
七
号
ロ
の
規
定
に
基

に
定
め
る
事
項
の
従
業
者
の
遵
守
状
況
を
報
告
す
る
た
め
、
当
該
高
難
度
新
規

づ
き
作
成
し
た
規
程
（
次
号
に
お
い
て
単
に
「
規
程
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る

医
療
技
術
が
適
正
な
手
続
に
基
づ
い
て
提
供
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
に
関
し
、

事
項
の
従
業
者
の
遵
守
状
況
を
報
告
す
る
た
め
、
当
該
高
難
度
新
規
医
療
技
術

定
期
的
に
、
及
び
術
後
に
患
者
が
死
亡
し
た
場
合
そ
の
他
必
要
な
場
合
に
は
、

が
適
正
な
手
続
に
基
づ
い
て
提
供
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
に
関
し
、
定
期
的
に

診
療
録
等
の
記
載
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
。

、
及
び
術
後
に
患
者
が
死
亡
し
た
場
合
そ
の
他
必
要
な
場
合
に
は
、
診
療
録
等

の
記
載
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
。

六

（
略
）

六

（
略
）

第
三
条

高
難
度
新
規
医
療
技
術
を
用
い
た
医
療
を
提
供
す
る
場
合
の
そ
の
他
の
事

第
三
条

高
難
度
新
規
医
療
技
術
を
用
い
た
医
療
を
提
供
す
る
場
合
の
そ
の
他
の
事

項
に
関
す
る
規
程
に
係
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

項
に
関
す
る
規
程
に
係
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

一

当
該
病
院
に
、
高
難
度
新
規
医
療
技
術
の
提
供
の
適
否
等
に
つ
い
て
意
見
を

一

当
該
特
定
機
能
病
院
に
、
高
難
度
新
規
医
療
技
術
の
提
供
の
適
否
等
に
つ
い

述
べ
る
高
難
度
新
規
医
療
技
術
評
価
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）

て
意
見
を
述
べ
る
高
難
度
新
規
医
療
技
術
評
価
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と

を
設
置
す
る
こ
と
。

い
う
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

委
員
会
の
長
は
、
前
条
第
三
号
の
意
見
の
求
め
に
応
じ
、
当
該
高
難
度
新
規

三

委
員
会
の
長
は
、
前
条
第
三
号
の
意
見
の
求
め
に
応
じ
、
当
該
高
難
度
新
規

医
療
技
術
の
提
供
に
関
す
る
倫
理
的
及
び
科
学
的
な
妥
当
性
、
当
該
病
院
で
当

医
療
技
術
の
提
供
に
関
す
る
倫
理
的
及
び
科
学
的
な
妥
当
性
、
当
該
特
定
機
能

該
高
難
度
新
規
医
療
技
術
を
提
供
す
る
こ
と
の
適
切
性
並
び
に
当
該
高
難
度
新

病
院
で
当
該
高
難
度
新
規
医
療
技
術
を
提
供
す
る
こ
と
の
適
切
性
並
び
に
当
該

規
医
療
技
術
の
適
切
な
提
供
方
法
に
つ
い
て
審
査
を
行
い
、
当
該
高
難
度
新
規

高
難
度
新
規
医
療
技
術
の
適
切
な
提
供
方
法
に
つ
い
て
審
査
を
行
い
、
当
該
高
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医
療
技
術
の
提
供
の
適
否
及
び
提
供
後
に
報
告
を
求
め
る
症
例
等
に
つ
い
て
、

難
度
新
規
医
療
技
術
の
提
供
の
適
否
及
び
提
供
後
に
報
告
を
求
め
る
症
例
等
に

担
当
部
門
の
長
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

つ
い
て
、
担
当
部
門
の
長
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

四

（
略
）

四

（
略
）


